
 

保
護
者

 
各
位

 

 

保
育
所
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
・ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
対
応
に
つ
い
て
（お
願
い
）
 

 

保
育
所
生
活
に
お
い
て
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
特
別
な
配
慮
や
管
理
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
以
下
の
内
容
に
関
し
て
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

 

 １
 
保
育
所
で
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
食
を
提
供
す
る
場
合

 

(１
)医
師
に
よ
り
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
と
診
断
さ
れ
、
定
期
的
に
受
診
し
て
い
る
こ
と
。

 

(２
)医
師
の
診
断
指
示
に
基
づ
き
、
家
庭
で
食
品
除
去
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

 

(３
)医
師
の
診
断
指
示
に
よ
る
食
物
経
口
負
荷
試
験
中
に
つ
い
て
も
、
除
去
食
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

 

 ２
 
【様
式
４

-１
】「
保
育
所
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
生
活
管
理
指
導
表
」（
以
下
、
「生
活
管
理
指
導
表
」）
の
提
出
に
つ
い
て

 

保
育
所
で
の
食
品
除
去
や
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
対
応
等
、
特
別
な
配
慮
や
管
理
が
必
要
と
な
る
場
合
は
、
医
師
が
記
入
し
た
「
生
活
管

理
指
導
表
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

 

(１
)【
様
式
２
】「
家
庭
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
調
査
表
」を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(２
)医
師
へ
【様
式
２
】の
コ
ピ
ー
、
【様
式
３
】「
主
治
医
依
頼
文
」、
「生
活
管
理
指
導
表
」を
渡
し
、
「生
活
管
理
指
導
表
」の
記
入
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

 


 
「生
活
管
理
指
導
表
」に
基
づ
か
な
い
保
育
や
食
物
除
去
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
。

 


 
「
生
活
管
理
指
導
表
」
作
成
に
か
か
る
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
、
保
険
適
用
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
医
師
と
嘱
託
医
が
同
一

の
場
合
は
、
保
険
適
用
外
と
な
り
ま
す
。
在
籍
し
て
い
る
保
育
所
名
を
医
師
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

 

「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
令
和

4
年

3
月

4
日
保
医
発

0
30

4
第

1
号
」 


 
「生
活
管
理
指
導
表
」の
内
容
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
な
見
直
し

(少
な
く
と
も
年
１
回

)が
必
要
で
す
。

 

(３
)提
出
さ
れ
た
「生
活
管
理
指
導
表
」に
基
づ
き
、
【様
式
４
－
２
】「
保
育
所
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
確
認
書
」に
て
、
保
育
所
が

保
護
者
と
相
談
の
う
え
、
対
応
を
決
定
し
ま
す
。

 

 ３
 
緊
急
時
の
対
応
に
つ
い
て

 

(１
)緊
急
時
に
は
、
裏
面
の
「症
状
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」に
基
づ
き
対
応
し
ま
す
。

 

(２
)「
エ
ピ
ペ
ン
🄬
」や
内
服
薬
は
、
医
師
の
指
示
が
あ
り
、
保
護
者
か
ら
依
頼
を
受
け
て
お
預
か
り
し
ま
す
。

 

な
お
、
お
預
か
り
す
る
薬
は
医
師
が
処
方
し
た
も
の
で
、
預
か
り
期
間
中
に
使
用
期
限
が
有
効
な
も
の
に
限
り
ま
す
。
保
管
方
法
等

注
意
点
に
つ
い
て
保
育
所
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

 

(３
)内
服
薬
は
、

1
回
分
の
量
を
、
最
長
で
次
回
見
直
し
時
期
ま
で
お
預
か
り
し
ま
す
。
【様
式
５
】「
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
内
服
薬
預
か
り

依
頼
票
」を
記
入
し
、
内
服
薬
と
と
も
に
保
育
士
へ
お
渡
し
く
だ
さ
い
。

 

(４
)「
エ
ピ
ペ
ン
🄬
」は
、
毎
回
登
所
時
に
お
預
か
り
し
、
降
所
時
に
返
却
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。
【様
式
７
】「
エ
ピ
ペ
ン
🄬
管
理
票
」

を
記
入
し
、
「エ
ピ
ペ
ン
🄬
」と
と
も
に
保
育
士
へ
お
渡
し
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
医
師
よ
り
２
本
処
方
さ
れ
た
場
合
は
、
１
本
を
保
育
所

で
最
長
次
回
見
直
し
時
期
ま
で
お
預
か
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

「エ
ピ
ペ
ン
🄬
」を
預
か
る
場
合
、
緊
急
時
対
応
に
備
え
、
保
護
者
と
と
も
に
【様
式
８
】「
緊
急
時
個
別
対
応
票
」を
作
成
し
ま
す
。

 

(５
)「
エ
ピ
ペ
ン
🄬
」や
内
服
薬
の
容
器
や
袋
に
は
、
お
子
様
の
名
前
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

   

 ４
 
給
食
対
応
に
つ
い
て

 

(１
)原
則
、
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な
る
食
品
を
「
完
全
除
去
」
す
る
か
、
完
全
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
「
完
全
解
除
」
の
ど

ち
ら
か
で
対
応
し
ま
す
。

 

(２
)ア
レ
ル
ギ
ー
食
の
献
立
は
、
個
別
献
立
で
は
な
く
、
そ
の
日
の
統
一
献
立
に
応
じ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

 

ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な
る
食
品
が
以
下
の
よ
う
な
場
合
は
、
代
替
食
を
提
供
し
ま
す
。

 

• 
主
食
（パ
ン
や
麺
類
）に
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
で
あ
る
食
品
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

 

• 
主
要
な
た
ん
ぱ
く
源
と
な
る
、
肉
・
魚
・
卵
等
が
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
で
あ
る
場
合

 

• 
牛
乳
の
代
わ
り
に
保
育
所
が
指
定
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
用
調
整
粉
乳
（
ミ
ル
フ
ィ
ー
Ｈ
Ｐ
又
は
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ

-１
）
等
で
代
替
が
可

能
な
場
合

 

• 
除
去
の
み
で
は
、
提
供
す
る
食
事
の
味
・食
感
・見
た
目
等
が
損
な
わ
れ
る
場
合

 

な
お
、
家
庭
か
ら
の
代
替
食
品
の
持
込
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

 

(３
)誤
食
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
お
子
様
が
違
い
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
見
た
目
が
違
う
献
立
に
な
り
ま
す
。

 

（例
：カ
レ
ー
の
代
替
食
→
牛
丼
・
肉
じ
ゃ
が
等
）
 

 

(４
)調
理
器
具
・
食
器
が
共
有
で
き
ず
、
個
別
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
微
量
な
ア
レ
ル
ゲ
ン
で
も
発
症
す
る
場
合
は
、
給

食
対
応
が
で
き
な
い
た
め
、
お
弁
当
の
持
参
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

※
お
弁
当
持
参
時
の
注
意
点
は
、
「
６

 
お
弁
当
を
持
参
す
る
場
合
に
つ
い
て
」 
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(５
)毎
月
、
献
立
表
の
除
去
食
品
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
指
定
の
日
ま
で
に
保
育
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(６
)除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
栄
養
が
不
足
す
る
場
合
は
、
家
庭
の
食
事
で
補
う
よ
う
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

(７
)体
調
不
良
の
時
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
症
状
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る
の
で
、
お
子
様
の
健
康
状
態
は
毎
日
把
握
し
、
状
況

に
応
じ
て
保
育
所
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

 

(８
)安
全
に
食
事
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
食
事
の
と
き
に
席
を
固
定
し
他
児
と
の
距
離
を
一
定
保
つ
な
ど
の
配
慮
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

(９
)保
育
所
で
実
施
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
会
議
に
つ
い
て
、
保
育
所
が
依
頼
し
た
場
合
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

 

 ５
 
対
応
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

(１
)受
診
し
、
引
き
続
き
食
品
除
去
が
必
要
な
場
合
、
生
活
管
理
指
導
表
の
提
出
が
必
要
で
す
。

 

す
べ
て
の
除
去
食
品
が
解
除
に
な
っ
た
場
合
、
主
治
医
の
除
去
食
品
の
解
除
指
示
は
口
頭
連
絡
で
構
い
ま
せ
ん
。
生
活
管
理
指

導
表
の
提
出
は
不
要
で
す
。

 

(２
)家
庭
で
２
～
３
回
以
上
、
給
食
で
の
提
供
量
程
度
を
食
べ
て
も
症
状
が
誘
発
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(３
)「
保
育
所
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
確
認
書
」の
保
護
者
記
入
欄
を
記
入
し
、
保
育
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 ６
 
お
弁
当
を
持
参
す
る
場
合
に
つ
い
て

 

(１
)食
中
毒
予
防
の
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
当
日
朝
に
調
理
し
、
中
心
ま
で
加
熱
し
て
冷
ま
し
て
か
ら
容
器
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

 

(２
)お
弁
当
の
受
け
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
と
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

 ７
 
情
報
管
理
に
つ
い
て

 

保
育
所
に
お
け
る
日
常
の
取
り
組
み
及
び
緊
急
時
の
対
応
に
活
用
す
る
た
め
、
「
生
活
管
理
指
導
表
」
及
び
「
緊
急
時
個
別
対
応
票
」

の
内
容
等
の
情
報
は
、
市
役
所
内
関
係
各
課
及
び
医
療
機
関
等
と
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

（R
5
.2
改
）  

 

【
様
式
１
】
（
表
面
） 



 

 

 

【
様
式
１
】
（裏
面
） 


